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支部長 田中 厚志 

（公印省略） 

 

令和８年４月１日施行 『指針（２題）の説明会』開催について 

 

春麗の候 貴事業場にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

日頃は当支部の事業運営につきまして、格別のご理解とご支援をいただき大変ありがとうございます。 

 

  さて、この度、令和８年４月１日施行で、全事業者の努力義務として位置づけられる指針（２題）の説明会を古川労

働基準監督署殿との共催で開催することとなりました。 

基準協会の中でも、古川支部独自開催となる説明会ですので内容を理解し、各事業場内での取組みに活用するためにも是

非、受講いただきますよう下記の通りご案内申し上げます。 

 

記 

 

 １．開催月日：令和８年６月１日（月）１４：００〜１６：００ 

 

 ２．場   所：大崎建設産業会館 ２階大会議室 

             大崎市古川旭４丁目３－２４ 

           ※駐車場は南隣のタカカツアリーナ大崎（古川市総合体育館駐車場）を利用ください 

 

 ３．受講対象：事業場の経営層、人事労務・安全衛生管理担当部門の管理者・実務担当者 

 

 ４．内   容：①行政説明・・・古川労働基準監督署 署長 金田 和彦 様 

 

            ②「高年齢者の労働災害防止のための指針」 

                〔趣旨〕労働安全衛生法第６２条の２第２項の規定に基づき、同条第１項に規定する 

                    高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働 

                    災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関して、 

                    その適切かつ有効な実施を図るため定めたもの 

 

 

             



  「治療と就業の両立支援指針」 

                〔趣旨〕深刻な少子高齢化と人口減少に直面する現状において、貴重な労働者の一人 

                    一人が、心身の健康を確保し、生きがいをもってその能力を最大限発揮することが 

                    できる環境を整備していくことが必要であり、高齢者の就労の増加等を背景に、何 

                    らかの疾病により通院しながら働く労働者の割合は年々上昇している。 

                    職場において疾病を抱える労働者の治療と就業の両立への対応が必要となる場 

                    面は更に増えることが予想される。 

                    事業主は、治療と就業の両立支援を行うにあたっては、本指針に基づき、職場に 

                    おいて必要な措置を講じることが望ましい 

 

  ５．受 講 料：無料 

 

  ６．定 員 数：８０名（先着順で定員になり次第受付終了） 

 

  ７．申込方法：別紙の参加申込書へ必要事項を記載のうえ、（公社）宮城労働基準協会古川支部へ mail 

            または FAX にて、５月２０日(水)までに申込みください 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

事業場名  

所 在 地  

Ｔ Ｅ Ｌ  

Ｆ Ａ Ｘ  

連絡担当者部署名  

連絡担当者氏名  

所属部署名 役職名 参加者氏名 

   

   

『指針（２題）説明会』 参加申込書 

宮城労働基準協会 古川支部 行き 

【参加者】１社あたり２名までの限定 

 ＜申込み先＞ 

 〒989-6117   

  大崎市古川旭４丁目３－２４  

    大崎建設産業会館 ３階 

公益社団法人 宮城労働基準協会 古川支部 

     mail：furukawa@rouki.or.jp 

    ＴＥＬ：０２２９－２３－２２５７  

    ＦＡＸ ：０２２９－２３－２２５９ 

    

締 切 日：５月２０日(水)必着 

申込方法：下記の mail アドレス 

または FAX へ送信 


